
「墨田区待機児童解消計画」の改定について（概要） 

 

 

１ 改定経緯 

墨田区待機児童解消計画は、本区の待機児童「ゼロ」を目指し、平成２５年度及び平成２６年度の

２ヵ年で集中的に取り組む事業をまとめたもので、平成２５年９月に策定した。 
本計画の待機児童数の予測では、平成２６年４月１日現在で約８０人を見込んでいたが、認可保育

所入所申込者数が昨年よりも１３０人増加したことなどもあり、実績では、予測数のおよそ２倍とな

る１５７人となった。本計画の目標である待機児童「ゼロ」の実現には、より一層の待機児童解消策

の推進が必要な状況であることから、新たな事業などを盛り込んだ「墨田区待機児童解消計画（平成

２６年度改定）」を策定する。 
 

２ 計画目標 

平成２５・２６年度（２ヵ年）における保育定員拡大数について、当初計画の５９０人から２１７

人増やし、合計８０７人の保育定員を拡大して、待機児童を「ゼロ」にする。（平成２７年４月１日

基準） 

※ 平成２６年度事業で５８０人の保育定員の拡大を図る。 

 【目標設定の考え方】 

◎ 平成２６年４月１日現在における当初計画の予測数と実績数を比較すると、就学前人口は

予測数よりも実績数が１３３人少ないが、保育所申込者数は逆に２１４人多い状況となった。

当初計画事業の一部を延期した影響も重なり、結果的に待機児童数は、予測数よりも実績数

が７７人多くなっている。 

【平成２６年４月１日現在の就学前人口、保育所申込者数、待機児童数】 

項目 
平成２６年４月１日（当初予測） 平成２６年４月１日（実績） 

０～２歳児 ３～５歳児 合計 ０～２歳児 ３～５歳児 合計 

就学前人口（人） 6,160 5,592 11,752 
6,047 

(▲113) 

5,572 

(▲20) 

11,619 

(▲133) 

保育所申込者数（人） 1,243 201 1,444 
1,395 

(152) 

263 

(62) 

1,658 

(214) 

待機児童数（人） ８０人 
１５７人 

(77) 

※（ ）は当初予測数との増減数  

 

 

◎ 本計画の改定に当たっては、当初計画策定時との考え方と整合を図るため、同様の手法で

独自に推計した就学前人口と保育所申込者数を基準とする。 

  ◎ 平成２６年４月１日現在の実績数を踏まえて、平成２７年４月１日現在の就学前人口と保

育所申込者数を推計した場合、当初の平成２６年度事業計画（平成２５年度事業の一部延期、

認可保育所の追加整備を反映したもの）のままでは約８０人（０～２歳児）の待機児童が発

生する見込みである。 
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【平成２７年４月１日現在の就学前人口、保育所申込者数、待機児童数】 

項目 
平成２７年４月１日（当初予測） 平成２７年４月１日（改定予測） 

０～２歳児 ３～５歳児 合計 ０～２歳児 ３～５歳児 合計 

就学前人口（人） 6,467 5,617 12,084 
6,227 

(▲240) 

5,569 

(▲48) 

11,796 

(▲288) 

保育所申込者数（人） 1,348 251 1,599 
1,474 

(126) 

280 

（29） 

1,754 

(155) 

待機児童数（人） ０人 

約８０人（０～２歳児） 

↓ 

【目標】０人 

※（ ）は当初予測数との増減数  

◎ 新たな予測数を基準とし、当初計画から０～２歳児について約８０人、０～５歳児の全年

齢では約２００人の保育定員を新たに拡大して、本計画目標である待機児童「ゼロ」を目指

す。 

 

３ 計画事業 

（１）平成２５年度実績                  ※マーカーは変更箇所、（ ）は当初計画数 

 

（２）平成２６年度事業計画               ※マーカーは変更箇所、（ ）は当初計画数 

施設内容 整備数 定員拡大数 開設時期 

①認可保育所の整備 1園(１) 102人（102人） 

227人 

(316人) 

H25.10.1 

②認可保育所の改築 

1園(１) 15人（20人） 

H26.4.1 

(一部(5人)H26

年度延期) 

●認可保育所分園の整備 0園(１) 0人（40人） （H26年度延期）

③グループ型家庭的保育室の整備 1室(１) 15人（15人） H25.11.1 

④施設型小規模保育所の整備 2所(２) 38人（38人） H26.4.1 

⑤認定こども園の整備 1園(１) 24人（72人） H26.4.1 

⑥定期利用保育室の整備 2室(１) 25人（20人） H25.10.1 

⑦家庭的保育者（保育ママ）の増員 3人(３) 8人（9人） H25年度中 

施設内容 整備数 定員拡大数 開設時期 

①認可保育所分園の整備 1園(０) 42人（0人） 

580人 

(274人) 

H26.7.1 

②認可保育所の整備 3園(２) 230人（150人） H27.4.1 

③認可保育所の定員拡大 1園(０) 17人（0人） H27.4.1 

④認可保育所の改築 2園(１) 45人（40人） H27.4.1 

⑤認証保育所から認可保育所への移行 5園(２) 153人（30人） H27.4.1 

⑥施設型小規模保育所の整備 2所(０) 38人（0人） H27.4.1 

●グループ型家庭的保育室の整備 0室(１) 0人（15人） （上記⑥に変更）

⑦定期利用保育室の整備 4室(１) 46人（30人） H27.4.1 

⑧家庭的保育者（保育ママ）の増員 3人(３) 9人（9人） H26年度中 
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第１ 計画改定の趣旨 

墨田区待機児童解消計画は、墨田区の待機児童「ゼロ」を目指し、平成２５年度及び平成

２６年度の２ヵ年で集中的に取り組む事業をまとめたもので、平成２５年９月に策定した。

その後、区では、保育サービス供給量の拡大を中心として、本計画に基づく事業に取り組ん

できたところである。 
一方、平成２６年４月１日現在の実績では、認可保育所入所申込者数が昨年よりも１３０

人増加しており、保育ニーズは引き続き増加を続けている。また、待機児童数は、平成２５

年度計画事業の一部が次年度に延期となるなど、保育定員拡大数が当初計画数より減少した

ことも相まって、平成２５年４月１日現在の１８１人から微減となる１５７人となった。本

計画の待機児童数の予測では、平成２６年４月１日現在で約８０人を見込んでいたが、実績

ではおよそ２倍となっていることから、より一層の待機児童解消策の推進が必要である。 
そこで、本計画の目標である待機児童「ゼロ」の実現に向けて、新たな事業などを盛り込

んだ「墨田区待機児童解消計画（平成２６年度改定）」を策定する。 
   なお、本計画は、主に当初計画の改定箇所のみを示している。また、社会状況の変化

等に柔軟に対応するため、適宜、計画を見直し、必要に応じて事業内容の修正を行う。 

 

第２ 墨田区における保育サービスの状況 

１ 墨田区保育施設状況（平成２６年４月１日現在） 

区分 施設数 
保育定員（人） 

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４・５歳 小計 

認 

可 

区立保育園 
公設公営園 ２２園 123 285 345 437 1,032 2,222 

公設民営園(※1) ５園 45 96 110 87 183 521 

私立保育園 民設民営園 １７園 145 248 289 317 645 1,644 

認定子ども園 １園 ― ― 6 6 12 24 

認証保育所 １４園 95 114 113 61 68 451 

施設型小規模保育所 ２園 9 14 15  38 

家庭的保育者 ２８人 75 75 

グループ型家庭的保育室 ２室 26 26 

定期利用保育室 ３室 56 56 

合 計 ６１園 2,209 2,848 5,057 

※１ 公設民営園とは、区立認可保育園における指定管理者制度導入園である。 

※２ 分園は、本園と分園を併せて１園として算出している。（以下同じ。） 

 

 ２ 待機児童の状況 

  （１）墨田区人口と就学前児童数の推移（各年４月１日現在） 
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  （２）入所申込者数と待機児童数（平成２６年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 新定義とは、認可保育所に申し込み、入所できなかった児童数から認証保育

所等に入所した児童を除いた人数。以下同じ。 

 

（３）年齢別待機児童の推移（各年４月１日現在） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 １８年 １９年 ２０年 ２１年 ２２年 ２３年 ２４年 ２５年 ２６年 

０歳 １８ ２４ ２６ ２９ ４４ １７ １９ ４２ ４７ 

１歳 ６１ ６２ １０１ ９６ ４４ ５８ ５６ ９６ ７６ 

２歳 ２２ ３５ ２３ ５４ ３５ ９ ２３ １９ ２５ 

３歳 ４１ １４ ３４ ３３ ２０ １８ ６ ２２ ５ 

４歳以上 ２２ １１ ３ ６ ２ ２ １ ２ ４ 

計 １６４ １４６ １８７ ２１８ １４５ １０４ １０５ １８１ １５７ 

２６年度 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４.５歳 計 

申込数 ４３４ ６６０ ３０１ １７３ ９０ １,６５８ 

入所児童数 ３０２ ３８０ １７９ １４１ ６８ １,０７０ 

待機児童数 

（※新定義） 
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（４）地域別待機児童の推移（各年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域 １８年 １９年 ２０年 ２１年 ２２年 ２３年 ２４年 ２５年 ２６年 

南部 ９６ ６０ １１２ １２６ ９３ ７３ ６８ １２７ ８６ 

北部 ６８ ８６ ７５ ９２ ５２ ３１ ３７ ５４ ７１ 

計 １６４ １４６ １８７ ２１８ １４５ １０４ １０５ １８１ １５７ 

 

第３ 計画目標及び保育量確保策 

 １ 計画目標 

 

 

 

 

◎ 平成２６年４月１日現在における当初計画の予測数と実績数を比較すると、就学前

人口は予測数よりも実績数が１３３人少ないが、保育所申込者数は逆に２１４人多い

状況となった。当初計画事業の一部を延期した影響も重なり、結果的に待機児童数は、

予測数よりも実績数が７７人多くなっている。 

【平成２６年４月１日現在の就学前人口、保育所申込者数、待機児童数】 

項目 
平成２６年４月１日（当初予測） 平成２６年４月１日（実績） 

０～２歳児 ３～５歳児 合計 ０～２歳児 ３～５歳児 合計 

就学前人口（人） 6,160 5,592 11,752 
6,047 

(▲113) 

5,572 

(▲20) 

11,619 

(▲133) 

保育所申込者数（人） 1,243 201 1,444 
1,395 

(152) 

263 

(62) 

1,658 

(214) 

待機児童数（人） ８０人 
１５７人 

(77) 

※（ ）は当初予測数との増減数  

 

◎ 本計画の改定に当たっては、当初計画策定時との考え方と整合を図るため、同様の

手法で独自に推計した就学前人口と保育所申込者数を基準とする。 

  ◎ 平成２６年４月１日現在の実績数を踏まえて、平成２７年４月１日現在の就学前人

口と保育所申込者数を推計した場合、当初の平成２６年度事業計画（平成２５年度事

業の一部延期、認可保育所の追加整備を反映したもの）のままでは約８０人（０～２

歳児）の待機児童が発生する見込みである。 

８０７人の保育定員を拡大し、待機児童を「ゼロ」にする。（基準：平成２７年４月１日時点） 

※ 当初計画５９０人から２１７人増（平成２６年度事業で５８０人拡大） 
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 【平成２７年４月１日現在の就学前人口、保育所申込者数、待機児童数】 

項目 
平成２７年４月１日（当初予測） 平成２７年４月１日（改定予測） 

０～２歳児 ３～５歳児 合計 ０～２歳児 ３～５歳児 合計 

就学前人口（人） 6,467 5,617 12,084 
6,227 

(▲240) 

5,569 

(▲48) 

11,796 

(▲288) 

保育所申込者数（人） 1,348 251 1,599 
1,474 

(126) 

280 

（29） 

1,754 

(155) 

待機児童数（人） ０人 

約８０人（０～２歳児） 

↓ 

【目標】０人 

※（ ）は当初予測数との増減数  

◎ 新たな予測数を基準とし、当初計画から０～２歳児について約８０人、０～５歳児

の全年齢では約２００人の保育定員を新たに拡大して、本計画目標である待機児童「ゼ

ロ」を目指す。 

◎ 平成２７年度以降の事業計画は、「墨田区子ども・子育て支援ニーズ調査集計結果報

告書」（平成２６年３月）に基づき、潜在的ニーズを含めた新たな保育需要を見込みな

がら、墨田区子ども・子育て会議における議論を経て、平成２６年度中に策定する予

定である。 

 

２ 目標達成に向けた保育量確保策 

 類型 類型別定員拡大数 

⑴認可保育所の整備 

・認可保育所（分園）の整備 

・認可保育所の改築 

・認証保育所から認可保育所の移行 

６０４人（当初３８２人） 

⑵小規模保育所の整備 

・施設型小規模保育所の整備 

 ・グループ型家庭的保育室の整備 

９１人（当初６８人） 

⑶認定こども園の整備 ２４人（当初７２人） 

⑷定期利用保育室の整備 ７１人（当初５０人） 

⑸家庭的保育事業の拡充 １７人（当初１８人） 

 

第４ 平成２５年度実績 

１ 事業内容一覧                ※マーカーは変更箇所、（ ）は当初計画数 

類型 施設内容 整備数 定員拡大数 開設時期 

⑴ 

①認可保育所の整備 1園(１) 102人（102人） 

227人 

(316人) 

H25.10.1 

②認可保育所の改築 

1園(１) 15人（20人） 

H26.4.1 

(一部(5人)H26

年度延期) 

●認可保育所分園の整備 0園(１) 0人（40人） (H26年度延期) 

⑵ 
③グループ型家庭的保育室の整備 1室(１) 15人（15人） H25.11.1 

④施設型小規模保育所の整備 2所(２) 38人（38人） H26.4.1 

⑶ ⑤認定こども園の整備 1園(１) 24人（72人） H26.4.1 

⑷ ⑥定期利用保育室の整備 2室(１) 25人（20人） H25.10.1 

⑸ ⑦家庭的保育者（保育ママ）の増員 3人(３) 8人（9人） H25年度中 



- 5 - 

 ２ 類型別事業内容 

  ⑴ 認可保育所の整備 

① 認可保育所「両国・なかよし保育園」の整備 

     待機児童の多い区南部に認可保育所「両国・なかよし保育園」を整備した。 

【所 在 地】墨田区両国一丁目１０番７号 

     【運 営 者】社会福祉法人 悠晴 

【保育定員】１０２人（０歳児９人、１歳児１５人、２歳児１８人、３～５歳児各２０人） 

② 認可保育所「八広保育園」の改築 

     区立の八広保育園の改築に伴い、保育定員を２０人拡大した。 

     ※ 工事中の地中障害物の発現による工期延長に伴い、新園舎開園が平成２６年

５月に延期となった。そこで、平成２６年４月１日時点では、仮園舎で受入可

能な人数１５人を先行して拡大した。 

⑵ 小規模保育所の整備 

   ③ グループ型家庭的保育室「八広ぶどうの木」の整備 

複数の家庭的保育者が同じ施設で最大１５人までの乳幼児を保育するグループ型

家庭的保育室「八広ぶどうの木」を整備した。 

     【所 在 地】墨田区八広六丁目３７番５号 

     【運 営 者】社会福祉法人 雲柱社 

【保育定員】１５人（０～２歳） 

④ 施設型小規模保育所の整備 

区が新たに認定する１９人までの施設型小規模保育所を２園整備した。 

     ◎「チェリッシュ曳舟」 

【所 在 地】墨田区京島一丁目３６番１号 

       【運 営 者】株式会社チャイルドステージ 

【保育定員】１９人（０歳児６人、１歳児６人、２歳児７人） 

     ◎「あい・あい保育園小村井園」 

【所 在 地】墨田区立花五丁目２４番１１号 

       【運 営 者】株式会社 global bridge 

【保育定員】１９人（０歳児３人、１歳児８人、２歳児８人） 

⑶ 認定こども園の整備 

   ⑤ 認定こども園「両国幼稚園」の整備 

幼稚園、保育所のうち、就学前児童の幼児教育・保育を提供する機能を備え、認

定基準を満たす施設である認定こども園に「両国幼稚園」が移行し、保育定員を確

保した。 

     【所 在 地】墨田区両国二丁目８番１０号 

     【運 営 者】学校法人 清麗学園 

【保育定員】２４人（２～５歳児各６人） 

  ⑷ 定期利用保育室の整備 

⑥ 定期利用保育室の整備 

パートタイム勤務等により定期的に保育が必要（１ヶ月の利用時間が４０時間以

上１６０時間未満）な就学前児童を対象とする定期利用保育室を２室整備した。 

◎「ベタニヤホームおひさま保育室」 

       【所 在 地】墨田区江東橋五丁目３番３号 

       【運 営 者】社会福祉法人 ベタニヤホーム 

【保育定員】２０人（１～２歳） 

◎「墨田みどり保育園定期利用保育室」 

【所 在 地】墨田区亀沢三丁目７番１１号 
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       【運 営 者】社会福祉法人 緑榮会 

【保育定員】５人（０～２歳） 

⑸ 家庭的保育事業の拡充 

⑦ 家庭的保育者（保育ママ）の増員 

区内全域から家庭的保育者（保育ママ）を新たに３人募集し、保育ママ１人に付

き３人、計８人の保育定員を拡大した。 

     【実施場所】向島三丁目、東駒形一丁目、亀沢三丁目 

【保育定員】８人（０～２歳） 

 

第５ 平成２６年度計画事業 

１ 事業内容一覧                ※マーカーは変更箇所、（ ）は当初計画数 

類型 施設内容 整備数 定員拡大数 開設時期 

⑴ 

①認可保育所分園の整備 1園(０) 42人（0人） 

580人 

(274人) 

H26.7.1 

②認可保育所の整備 3園(２) 230人（150人） H27.4.1 

③認可保育所の定員拡大 1園(０) 17人（0人） H27.4.1 

④認可保育所の改築（※） 2園(１) 45人（40人） H27.4.1 

⑤認証保育所から認可保育所への移行 5園(２) 153人（30人） H27.4.1 

⑵ 
⑥施設型小規模保育所の整備 2所(０) 38人（0人） H27.4.1 

●グループ型家庭的保育室の整備 0室(１) 0人（15人） (上記⑥に変更) 

⑷ ⑦定期利用保育室の整備 4室(１) 46人（30人） H27.4.1 

⑸ ⑧家庭的保育者（保育ママ）の増員 3人(３) 9人（9人） H26年度中 

  ※ ２園のうち１園は、平成 25年度継続事業となる八広保育園で、定員拡大数は５人である。（平成２６年６月１日拡大） 

 

２ 類型別事業内容 

  ⑴ 認可保育所の整備 

   ① 認可保育所分園「わらべみどり保育園向島分園」の整備 

区の中央部に私立認可保育園分園「わらべみどり保育園向島分園」を整備する。 

     【開設時期】平成２６年７月１日 

【所 在 地】墨田区向島四丁目２番１４号 

     【運 営 者】社会福祉法人 清心福祉会 

【保育定員】４２人（０歳児３人、１歳児９人、２歳児１２人、３歳児１８人） 

② 認可保育所の整備 

     待機児童の多い地域を中心に、私立認可保育園３園を整備する。 

◎「（仮称）すみだ立川こころ保育園」 

       【所 在 地】墨田区立川二丁目１２番１６号 

       【運 営 者】社会福祉法人東京児童協会 

【保育定員】６５人（０歳児６人、１歳児１１人、２～５歳児各１２人） 

     ◎「（仮称）まなびの森保育園錦糸町」 

【所 在 地】墨田区太平二丁目４番４号 

       【運 営 者】株式会社こどもの森 

【保育定員】６０人（０歳児６人、１歳児１０人、２～５歳児各１１人） 

     ◎「（仮称）グローバルキッズ押上園」 

【所 在 地】墨田区押上二丁目１９番２０号 

       【運 営 者】株式会社グローバルキッズ 

【保育定員】１０５人（０歳児９人、１～２歳児各１８人、３～５歳児各２０人） 
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③ 認可保育所の定員拡大 

  既存スペースの活用により保育定員の拡大が可能な私立認可保育所（選定中）に

おいて、保育定員を１７人拡大する。 

④ 認可保育所の改築 

     認可保育所の改築に伴い、新園舎において保育定員の拡大を図る。 

     ◎「八広保育園」 

       前記第４の２（１）②の八広保育園改築に伴い、新園舎開園後（平成２６年

６月）、保育定員を５人拡大する。 

◎「杉の子学園保育所」 

【所 在 地】墨田区東向島二丁目１３番 

       【運 営 者】社会福祉法人 希望福祉会 

【予定増員】４０人（０～５歳） 

⑤ 認証保育所から認可保育所への移行 

認証保育所「小梅保育園」が新園舎を建築し、認可保育所へ移行して保育定員を

３０人拡大する。また、小梅保育園以外の認証保育所４園（選定中）が、認可保育

所への移行等により保育定員の拡大を図る。 

     ◎「小梅保育園」 

【実施場所】墨田区向島三丁目４２番 

       【運 営 者】社会福祉法人みんなのおうち 

【予定増員】３０人（０～５歳） 

◎認証保育所４園（選定中） 

       【予定増員】４園合計１２３人（０～５歳） 

⑵ 小規模保育所の整備 

   ⑥ 施設型小規模保育所の整備 

区が新たに認定する１９人までの施設型小規模保育所を、施設型小規模保育所が

未整備な区南部に２園整備する。 

【実施場所】区南部地域 

     【運 営 者】新規募集 

【予定定員】１９人（０～２歳）×２園 

⑷ 定期利用保育室の整備 

   ⑦ 定期利用保育室の整備 

パートタイム勤務等で定期的に保育が必要（１ヶ月の利用時間が４０時間以上１

６０時間未満）な就学前児童を対象とする定期利用保育室を整備する。 

     ◎定期利用保育室（単独） 

【実施場所】定期利用保育室が未整備な区北部地域 

       【運 営 者】新規募集 

【予定定員】３０人（０～２歳） 

◎定期利用保育室（併設） 

  平成２７年４月開設予定の認可保育所３園（選定中）に定期利用保育室を併

設し、保育定員を計１６人拡大するほか、定員に空きが生じた場合には、定期

利用保育の実施を検討する。 

⑸ 家庭的保育事業の拡充 

⑧ 家庭的保育者（保育ママ）の増員 

区内全域から家庭的保育者（保育ママ）を新たに３人募集し、保育ママ１人に付

き３人、計９人の保育定員を拡大する。 

     【実施場所】区内全域 

【予定定員】９人（０～２歳） 
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【事業計画一覧】                         ※マーカーは変更箇所 

事業 
国の支援 
パッケージ 

年度別 

効果 平成２５年度 
（実績） 

平成２６年度 

保
育
サ
ー
ビ
ス
供
給
量
の
拡
大 

１ 
認可保育所の整備 
（賃貸方式等） 

➊ １園開園(102) １園拡大（17） 

類型⑴ 

施設整備
による保
育定員の
拡大 
 
※各項目の
（ ）内
の 数 字
は、定員
拡大数 

２ 
認可保育所分園の整
備（賃貸方式） 

➊ ― １園開園(42) 

３ 認可保育所の整備 ➊ ― 
３園開設(230) 
※開設時期はＨ２７.４.１予定 

４ 認可保育所の改築 ➊ １園改築(15) 
２園改築(45) 
※１園は前年度から継続 

５ 
認証保育所から認可
保育所への移行 

➍ ― 
５園実施(153) 
※開設時期はＨ２７.４.１予定 

６ 小規模保育所の整備 ➊ ２所開設(38) ２所開設(38) 

類型⑵ 
７ 

グループ型家庭的保
育室の整備 

➊ １室開設(15) ― 

８ 認定こども園の整備 ― １園開設(24)  ― 類型⑶ 

９ 定期利用保育室の整備 ― ２室開設(25) ４室開設(46) 類型⑷ 

10 家庭的保育事業の拡充 ➊ 
家庭的保育者 
３人増員（8） 

家庭的保育者 
３人増員（9） 

類型⑸ 

11 保育士の処遇改善 ➋ 実施 ― 

保育士の確保 

12 保育士の就業継続支援 ➋ ― 実施 

13 再就職前研修の実施 ➋ ― 実施 

14 
職員用宿舎借り上げ
支援 

➋ ― 実施 

15 保育士資格取得支援 ➋ ― 実施 

多
様
な
保
育
サ
ー
ビ
ス
の
提
供 

16 小規模保育所の整備 ➌ ２所開設(６再掲) ２所開設(６再掲) 

０～２歳児の重
点的な待機児童
解消 

17 
グループ型家庭的保
育室の整備 

➌ １室開設(７再掲) ― 

18 家庭的保育事業の拡充 ➌ 
家庭的保育者 
３人増員(10再掲) 

家庭的保育者 
３人増員(10再掲) 

19 
すみだ保育コンシェ
ルジュの設置 

➌ 実施 継続 
保育ニーズに適
切な保育サービ
スをマッチング 

20 定期利用保育室の整備 ― ２室開設（９再掲） ４室開設（９再掲） 
パート就労者等
への対応 

21 一時預かり事業の拡充 ― ３箇所実施 ４箇所実施 
一時預かり希望
者への対応 

地
域
的
な
保
育
需
給

の
調
整 

22 
区南部地域への認可
保育所の整備 

― １園開設（１再掲） ２園開設（３再掲） 
区南部地域の待
機児童解消 

23 
駅周辺での保育所等
の整備 

― 
１園開設（２再掲） 
２所開設（６再掲） 

― 
利用可能な保育
所等の増加によ
るニーズ分散化 

24 
延長保育実施園（公
立）の拡大 

― ２園拡大 ― 
延長保育希望者
の対応拡大によ
るニーズ分散化 

新たに確保される保育定員 
２２７人 

（当初３１６人） 
５８０人 

（当初２７４人） 
８０７人 

(当初５９０人) 

うち認可保育所、認定こども園の定員拡大人数 
１４１人 

（当初２３４人） 
４８７人 

（当初２２０人） 
６２８人 

(当初４５４人) 

※国支援パッケージ：「❶賃貸方式や国有地を活用した保育所整備」「❷保育の量拡大を支える保育士確保」「❸小規模保育事業など新制度の先取り」「❹認可を目指す認可外保育施設への支援」 
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